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議案第５７号  

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次  

のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、その承認を求

めます。  

 

令和８年５月１３日提出  

 

 

                 高松市長  大  西  秀  人       

 

 

 高松市市税条例の一部を改正する条例   別紙専決処分書（写）のとおり  

－1－



 

 

（別紙）  

専   決   処   分   書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次  

の事項を専決処分します。  

 

令和８年３月３１日  

 

高松市長  大 西 秀 人      

 

高松市市税条例の一部を改正する条例（別紙）  

 

理  由  

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が令和８年３月   

３１日に公布され、その一部が同年４月１日に施行されること等により、高松

市市税条例の関係条文を早急に整備する必要を生じたが、特に緊急を要するた

め議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるので専決処分

をします。  

◯写  
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高
松
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 

 

令
和
８
年
３
月
３
１
日

 

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 

 高
松
市
条
例
第
２
０
号

 

 

高
松
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

  
高
松
市
市
税
条
例
（
昭
和
３
５
年
高
松
市
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

 
（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）

 
 
（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）

 

第
９
条

 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
２
８
条
、
第
３
２
条
、
第
３
２

条
の
２
若
し
く
は
第
３
２
条
の
５
（
第
３
６
条
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
３
３
条
の
４
第
１
項

（
第
３
３
条
の
５
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
第
３
４
条
第
１
項
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
及
び

第
３
５
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
３
６
条
の
７
、
第
５
０

条
、
第
６
８
条
第
２
項
、
第
８
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
８
７
条
第

２
項
、
第
１
０
９
条
第
１
項
、
第
１
１
０
条
の
１
２
第
３
項
又
は
第
１
１
９
条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又

第
９
条

 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
２
８
条
、
第
３
２
条
、
第
３
２

条
の
２
若
し
く
は
第
３
２
条
の
５
（
第
３
６
条
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
３
３
条
の
４
第
１
項

（
第
３
３
条
の
５
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
第
３
４
条
第
１
項
（
法
第
３
２
１
条
の
８
第
３
４
項
及
び

第
３
５
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
３
６
条
の
７
、
第
５
０

条
、
第
６
５
条
の
７
第
１
項
、
第
６
８
条
第
２
項
、
第
８
３
条
第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
、
第
８
７
条
第
２
項
、
第
１
０
９
条
第
１
項
、
第
１
１
０
条
の
１
２

第
３
項
又
は
第
１
１
９
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
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は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限

（
納
期
限
の
延
長
の
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以

下
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は

納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各

号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間

並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年

 

７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金

額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は

納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
の
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ

れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年

 

１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号

か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま

で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は

納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(
１

)
 
略

 
 

(
１

)
 
略

 

 
(
２

)
 
第
８
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
、
第
１
０
９
条
第
１
項

の
申
告
書
、
第
１
１
０
条
の
１
２
第
３
項
の
納
入
申
告
書
又
は
第
１
１
９
条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額
（
第
４
号
に
掲
げ
る
税
額

を
除
く
。
）

 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間

 

 
(
２

)
 
第
６
５
条
の
７
第
１
項
の
申
告
書
、
第
８
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２

項
の
申
告
書
、
第
１
０
９
条
第
１
項
の
申
告
書
、
第
１
１
０
条
の
１
２
第
３

項
の
納
入
申
告
書
又
は
第
１
１
９
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
に

係
る
税
額
（
第
４
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）

 
当
該
税
額
に
係
る
納
期

限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

 

 
(
３

)
 
第
８
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
、
第
１
０
９
条
第
１
項

の
申
告
書
又
は
第
１
１
９
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
で
そ
の
提

出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
額

 
当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間

又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

 

 
(
３

)
 
第
６
５
条
の
７
第
１
項
の
申
告
書
、
第
８
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２

項
の
申
告
書
、
第
１
０
９
条
第
１
項
の
申
告
書
又
は
第
１
１
９
条
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税

額
 
当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
期
間

 

 
(
４

)
～

(
６

)
 
略

 
 

(
４

)
～

(
６

)
 
略

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）
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第
６
５
条

 
軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。

 
第
６
５
条

 
軽
自
動
車
税
は
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
３
輪
以
上

の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
環
境
性
能
割
に
よ
っ
て
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
当

該
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
に
種
別
割
に
よ
っ
て
課
す
る
。

 

［
削
る
］

 
２

 
前
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
法
第
４
４
３
条

第
２
項
に
規
定
す
る
者
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

 

２
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第
４
４
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車

税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
使
用
者
に
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
公

用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第
４
４
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を

課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
使
用
者
に
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
軽
自

動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
課
さ
な
い
。

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）

 

第
６
５
条
の
２

 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等

の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み

な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

 

第
６
５
条
の
２

 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等

の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い

て
は
、
買
主
を
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い

う
。
）
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す

る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、

買
主
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
軽
自
動
車
等
の
所

有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、

買
主
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
の
取
得
者
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課

す
る
。

 

［
削
る
］

 
３

 
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
３
輪
以
上
の

軽
自
動
車
又
は
そ
の
販
売
の
た
め
そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
第
２
条
第

－5－



 
 

 

５
項
に
規
定
す
る
運
行
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
目
的
に
供

す
る
た
め
取
得
し
た
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
販
売
業
者
等

が
、
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
場
合

（
当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
の

締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売
業
者
等
を
３
輪
以
上
の

軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

 

［
削
る
］

 
４

 
法
の
施
行
地
外
で
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
を
法
の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
に

は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

 

 
 

（
日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
非
課
税

の
範
囲
）

 

（
日
本
赤
十
字
社
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
非
課
税

の
範
囲
）

 

第
６
５
条
の
３

 
略

 
第
６
５
条
の
３

 
略

 

 
 

 
 

 
（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）

 

［
削
る
］

 
第
６
５
条
の
４

 
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得

の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
と
し
て
施
行
規
則
第
１
５
条
の
１
０
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。

 

 
 

 
 
（
環
境
性
能
割
の
税
率
）

 

［
削
る
］

 
第
６
５
条
の
５

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る

環
境
性
能
割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
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(
１

)
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

 
１
０
０
分
の
１

 

 
(
２

)
 
法
第
４
５
１
条
第
２
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

 
１
０
０
分
の
２

 

 
(
３

)
 
法
第
４
５
１
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

 
１
０
０
分
の

３
 

 
 

 
 
（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）

 

［
削
る
］

 
第
６
５
条
の
６

 
環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

 
 
（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）

 

［
削
る
］

 
第
６
５
条
の
７

 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
４
５
４
条
第
１
項
各
号

に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又

は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に
係
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

 
２

 
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除

く
。
）
は
、
法
第
４
５
４
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
報
告
書

を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 

 
 
（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
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［
削
る
］

 
第
６
５
条
の
８

 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、

又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

 
２

 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
市
長
が
定
め
る
。

 

 
３

 
第
１
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定
す

べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら
１
０
日
以
内
と
す
る
。

 

 
 

 
 
（
環
境
性
能
割
の
減
免
）

 

［
削
る
］

 
第
６
５
条
の
９

 
市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

又
は
第
７
３
条
の
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
（
３
輪
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
減
免

す
る
。

 

  

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
課
税
免
除
）

 
 
（
種
別
割
の
課
税
免
除
）

 

第
６
６
条

 
商
品
で
あ
っ
て
使
用
し
な
い
軽
自
動
車
等
（
第
７
１
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車

税
を
課
さ
な
い
。

 

第
６
６
条

 
商
品
で
あ
っ
て
使
用
し
な
い
軽
自
動
車
等
（
第
７
１
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は
、
種
別
割
を

課
さ
な
い
。

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
税
率
）

 
 
（
種
別
割
の
税
率
）

 

第
６
７
条

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の

税
率
は
、
１
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

第
６
７
条

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率

は
、
１
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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(
１

)
～

(
３

)
 
略

 
 

(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）

 
 
（
種
別
割
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）

 

第
６
８
条

 
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。

 
第
６
８
条

 
種
別
割
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。

 

２
 
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。

 
２

 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。

 

３
 
略

 
３

 
略

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）

 
 
（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
）

 

第
７
０
条

 
軽
自
動
車
税
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

 
第
７
０
条

 
種
別
割
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）

 
 
（
種
別
割
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）

 

第
７
１
条

 
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使

用
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）

は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
軽
自
動
車

及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第

 

３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動

車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
５
様
式
に
よ
る

申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
７
１
条

 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽

自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２

輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の

４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の

所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告

書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
略

 
２

 
略

 

３
 
第
１
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が

 

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
当

該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有

者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書

３
 
第
１
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が

 

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
当

該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有

者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
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を
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ

て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

書
を
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に

 

あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
場

合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

４
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等

で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車

の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
様
式
に
よ
る
申

告
書
を
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に

あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
４
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等

で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車

の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
３
号
の
４
の
２
様
式
に
よ

る
申
告
書
を
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用

者
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
第
３
４
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
略

 
５

 
略

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）

 
 
（
種
別
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）

 

第
７
２
条

 
略

 
第
７
２
条

 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
又
は
第
６
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

軽
自
動
車
等
の
売
主
が
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事

項
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

２
 
略

 
２

 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
市
長
が
定
め
る
。

 

３
 
略

 
３

 
第
１
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定
す

べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら
１
０
日
以
内
と
す
る
。

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
減
免
）

 
 
（
種
別
割
の
減
免
）

 

第
７
３
条

 
市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
、
市
長
に
お
い
て
必
要

第
７
３
条

 
市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
、
市
長
に
お
い
て
必
要
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が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
有
者
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動

車
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
減
免
の
対
象
と
な
る
事
由
が
発

生
し
た
日
前
に
納
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
有
者
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割

を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
減
免
の
対
象
と
な
る
事
由
が
発
生
し

た
日
前
に
納
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(
１

)
～

(
３

)
 
略

 
(
１

)
～

(
３

)
 
略

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納

期
限
（
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と

市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
市
長
が
指
定
す
る
期
日
）
ま
で
に
、
所
定
の
減
免
申

請
書
に
減
免
の
対
象
と
な
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え

て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

（
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
市
長

が
認
め
る
場
合
は
、
市
長
が
指
定
す
る
期
日
）
ま
で
に
、
所
定
の
減
免
申
請
書

に
減
免
の
対
象
と
な
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由

が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

 
 

 
（
障
害
者
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
）

 
 
（
障
害
者
に
対
す
る
種
別
割
の
減
免
）

 

第
７
３
条
の
２

 
市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も

の
（
第
１
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
あ
っ
て
は
、
香
川
県
税
条
例
（
昭
和

 

２
９
年
香
川
県
条
例
第
１
３
号
）
第
９
１
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の

減
免
を
受
け
て
い
る
者
が
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
軽
自
動

車
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
７
３
条
の
２

 
市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も

の
（
第
１
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
あ
っ
て
は
、
香
川
県
税
条
例
（
昭
和

 

２
９
年
香
川
県
条
例
第
１
３
号
）
第
９
１
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の

種
別
割
の
減
免
を
受
け
て
い
る
者
が
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
種
別
割
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
１

)
・

(
２

)
 
略

 
(
１

)
・

(
２

)
 
略

 

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
納
期
限
（
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
市
長
が
指
定
す
る
期
日
）
ま
で
に
、
市
長
に

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

納
期
限
（
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
市
長
が
指
定
す
る
期
日
）
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
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対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
８
３
号
）
第
１
５
条

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭

和
３
８
年
法
律
第
１
６
８
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ

て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手

帳
」
と
い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療

育
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健

及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第

４
５
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法

（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
９
２
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身

体
障
害
者
若
し
く
は
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
障
害
者
（
障
害

者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者
に
限
る
。
）
を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免

許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の

者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
９
５
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情

報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番

号
カ
ー
ド
（
同
法
第
９
５
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書

類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
当
該
申
請

書
を
提
出
す
る
必
要
が
な
い
と
特
に
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
８
３
号
）
第
１
５
条
の
規

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和

３
８
年
法
律
第
１
６
８
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て

は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」

と
い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手

帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び

精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
４
５

条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭

和
３
５
年
法
律
第
１
０
５
号
）
第
９
２
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障

害
者
若
し
く
は
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
障
害
者
（
障
害
者
の

み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者
に
限
る
。
）
を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の

特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
９
５
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号

カ
ー
ド
（
同
法
第
９
５
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号

カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類

を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
当
該
申
請
書

を
提
出
す
る
必
要
が
な
い
と
特
に
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(
１

)
～

(
６

)
 
略

 
(
１

)
～

(
６

)
 
略

 

３
 
略

 
３

 
略

 

４
 
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

４
 
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
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者
は
、
納
期
限
（
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
市
長
が
指
定
す
る
期
日
）
ま
で
に
、
市
長

に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
（
市
長
が
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示

に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）
を

す
る
と
と
も
に
、
所
定
の
減
免
申
請
書
に
減
免
の
対
象
と
な
る
事
由
に
該
当
す

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

市
長
が
当
該
減
免
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要
が
な
い
と
特
に
認
め
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

 

は
、
納
期
限
（
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
市
長
が
指
定
す
る
期
日
）
ま
で
に
、
市
長
に

対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
（
市
長
が
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
に

代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）
を
す

る
と
と
も
に
、
所
定
の
減
免
申
請
書
に
減
免
の
対
象
と
な
る
事
由
に
該
当
す
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市

長
が
当
該
減
免
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要
が
な
い
と
特
に
認
め
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

 

５
 
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

５
 
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け

て
い
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

 
 

 
（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
）

 
 
（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
）

 

第
７
４
条

 
略

 
第
７
４
条

 
略

 

２
 
法
第
４
４
５
条
若
し
く
は
第
６
５
条
の
３
又
は
第
６
５
条
第
２
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車

又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
市

内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
１
５

日
以
内
に
市
長
に
対
し
、
標
識
交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機

付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を
し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る

べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
る
べ

き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第
４
４
５
条
若
し
く
は
第

 

６
５
条
の
３
又
は
第
６
５
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税

を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小

型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

 

２
 
法
第
４
４
５
条
若
し
く
は
第
６
５
条
の
３
又
は
第
６
５
条
第
３
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は

小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に

所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
１
５
日
以

内
に
市
長
に
対
し
、
標
識
交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自

転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を
し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き

標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
種
別
割
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機

付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第
４
４
５
条
若
し
く
は
第
６
５
条
の
３

又
は
第
６
５
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
を
課
さ
れ
な
い
こ

と
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の

所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

 

－13－



 
 

 

３
～
５

 
略

 
３
～
５

 
略

 

６
 
第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動

機
付
自
転
車
若
し
く
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
所
在
し

な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
若
し
く
は
小
型
特
殊
自
動

車
を
所
有
し
、
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
原
動
機

付
自
転
車
若
し
く
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
軽
自
動
車
税
が
課
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
そ
の

標
識
及
び
証
明
書
を
市
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６
 
第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動

機
付
自
転
車
若
し
く
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
所
在
し

な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
若
し
く
は
小
型
特
殊
自
動

車
を
所
有
し
、
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
原
動
機

付
自
転
車
若
し
く
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
種
別
割
が
課
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
そ
の
標
識

及
び
証
明
書
を
市
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

７
・
８

 
略

 
７
・
８

 
略

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
納
税
証
明
書
の
交
付
）

 
 
（
種
別
割
の
納
税
証
明
書
の
交
付
）

 

第
７
６
条

 
市
長
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第

５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

現
に
軽
自
動
車
税
の
滞
納
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
滞
納
し
て
い
る
こ
と
が
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
検
査

対
象
軽
自
動
車
等
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
の
申
請
に
よ
っ
て
、
そ

の
旨
を
証
す
る
証
明
書
を
当
該
納
税
義
務
者
に
交
付
す
る
。

 

第
７
６
条

 
市
長
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第

５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

現
に
種
別
割
の
滞
納
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
滞
納
し
て
い
る
こ
と
が
天
災
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
検
査
対
象

軽
自
動
車
等
に
係
る
種
別
割
の
納
税
義
務
者
の
申
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
旨
を
証

す
る
証
明
書
を
当
該
納
税
義
務
者
に
交
付
す
る
。

 

 
 

 
 

 
附

 
則

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
１
１
条

 
略

 
第
１
１
条

 
略

 

－14－



 
 

 

 
 

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 

［
削
る
］

 
第
１
１
条
の
２

 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第

１
章
第
２
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦

課
徴
収
の
例
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
２

 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性

能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
４
４
６
条
第
１
項

（
同
条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第

４
５
１
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項
又
は
第

５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
等
（
法
附
則
第
２
９
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す

る
。

 

 
３

 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
軽
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
き
、
そ
の
納
付
す
べ
き
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る

こ
と
を
附
則
第
１
１
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
６
５
条
の
７

第
１
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納

期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当

該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た

者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
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は
そ
の
一
般
承
継
人
を
当
該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て

法
附
則
第
２
９
条
の
１
１
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第

１
６
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
を

適
用
す
る
。

 

 
４

 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
３
５
の
割
合
を

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

 
 

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
の
特
例
）

 

［
削
る
］

 
第
１
１
条
の
２
の
２

 
市
長
は
、
当
分
の
間
、
第
６
５
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
県
知
事
が
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
自
動
車
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
市
長
が
定
め
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。

 

 
 

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例
）

 

［
削
る
］

 
第
１
１
条
の
３

 
市
長
は
、
当
分
の
間
、
第
６
５
条
の
９
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
県
知
事
が
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
自
動
車
に
相
当
す
る
も

の
と
し
て
市
長
が
定
め
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税

の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。

 

 
 

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例
）

 

［
削
る
］

 
第
１
１
条
の
４

 
第
６
５
条
の
７
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
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の
間
、
同
条
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
県
知
事
」
と
す
る
。

 

 
 

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）

 

［
削
る
］

 
第
１
１
条
の
５

 
市
は
、
県
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す

る
事
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第
２
９
条
の

１
６
第
１
項
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
県
に
交
付
す

る
。

 

 
 

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

 

［
削
る
］

 
第
１
１
条
の
６

 
営
業
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
６
５
条
の
５
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。

 

第
１
号

 
１
０
０
分
の
１

 
１
０
０
分
の
０
．
５

 

第
２
号

 
１
０
０
分
の
２

 
１
０
０
分
の
１

 

第
３
号

 
１
０
０
分
の
３

 
１
０
０
分
の
２

 
 

 
２

 
自
家
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
６
５
条
の
５
（
第
３
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中

 

「
１
０
０
分
の
３
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
２
」
と
す
る
。

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

 

第
１
２
条

 
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対

す
る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
６
０
条
第
１
項
後
段
の
規

第
１
２
条

 
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対

す
る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
４
４
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
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定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号

指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年
を
経
過
し
た
月
の
属

す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
係
る
第
６
７
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

略
 

 

の
指
定
（
次
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以

後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
６
７
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

略
 

 

２
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対
す
る
第
６
７
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令

和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
０
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号

指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る

年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

 

略
 

 

２
 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対
す
る
第
６
７
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令

和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指

定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年

度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。

 

略
 

 

３
 
法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
同
項
に
規

定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動

車
」
と
い
う
。
）
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
６
７
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１

日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に
は
、
令
和
８
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア

(
イ

)
中

「
３
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
，
０
０
０
円
」
と
、
同
号
ア

(
ウ

)
ａ
中

「
６
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
３
，
５
０
０
円
」
と
す
る
。

 

３
 
法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
法
第
４
４
６

条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に

限
る
。
）
に
対
す
る
第
６
７
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初

回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第
２

号
ア

(
イ

)
中
「
３
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
２
，
０
０
０
円
」
と
、
同
号

ア
(
ウ

)
ａ
中
「
６
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
３
，
５
０
０
円
」
と
す
る
。
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［
削
る
］

 
４

 
法
附
則
第
３
０
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の

も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
６
７
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で
の

間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を

受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同

条
第
２
号
ア

(
イ

)
中
「
３
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
３
，
０
０
０
円
」

と
、
同
号
ア

(
ウ

)
ａ
中
「
６
，
９
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
５
，
２
０
０
円
」

と
す
る
。

 

 
 

 
（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 
 
（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 

第
１
２
条
の
２

 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
が
前
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す

る
。

 

第
１
２
条
の
２

 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪

以
上
の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
３
０
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す

る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を

第
６
８
条
第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長

さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た

原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の

手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に

提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣

の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大

２
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ

る
こ
と
を
第
６
８
条
第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実

が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の

他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又

は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
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臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を

し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係

る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
規

定
（
第
７
１
条
及
び
第
７
２
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

 

土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不

足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の

種
別
割
に
関
す
る
規
定
（
第
７
１
条
及
び
第
７
２
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適

用
す
る
。

 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額

は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
３
５
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
１
０
０
分
の
３
５
の
割
合
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

 

 
 

附
 
則

 

 
（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

２
 
改
正
後
の
高
松
市
市
税
条
例
の
規
定
は
、
令
和
８
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

３
 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

４
 
令
和
７
年
度
以
前
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

 
（
高
松
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

５
 
高
松
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
２
６
年
高
松
市
条
例
第
３
１
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

 
 

附
 
則

 
附

 
則

 

 
 

第
６
条

 
平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
６
０
条

第
６
条

 
平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
６
０
条
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第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
に
係
る
高
松
市
市
税
条
例
第
６
７
条
及
び
附

則
第
１
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
例

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。

 

第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
高
松
市
市
税
条
例
第
６
７

条
及
び
附
則
第
１
２
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
同
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

略
 

 

略
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（参照）  

地方自治法（抜粋）  

第１７９条  普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書

の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長

において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議

決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決

すべき事件を処分することができる。ただし、第１６２条の規定による副知

事又は副市町村長の選任の同意及び第２５２条の２０の２第４項の規定によ

る第２５２条の１９第１項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意につ

いては、この限りでない。  

第２項  省略  

３  前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議

においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。  

４  前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置につ

いて承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速や

かに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会

に報告しなければならない。  
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